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つながり、支え合い、認め合い、自分らしく安心してくらし続けられるまち基本理念

基本目標１ 自分らしく生き生きとくらせるまち

基本目標２ 安心して地域でくらし続けられるまち

基本目標３ つながり、ともに支え合うまち

認め合い

第２部 板橋区障がい者計画2030 

 

１ 基本理念 

 

 

 

  障がい者計画の上位計画である地域保健福祉計画においては、板橋区の地域福祉を持続

的に推進していくため、国際社会共通の目標である「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」

がめざす「誰一人として取り残さない」社会の実現を福祉の視点に取り入れ、社会的孤立

や排除を防ぎ、お互いが支え合う地域をつくることで、「住み慣れた地域でつながる保健

と福祉のまち」の実現をめざしています。 

  これを踏まえ、障がい者計画 2023 においては、人々の関係、支援の輪が切れ目なく「つ

ながり」、多様な主体が互いを「支え合い」、様々な個性を「認め合い」、だれもが「自分

らしく安心してくらし続けられるまち」をめざし、「つながり、支え合い、認め合い、自

分らしく安心してくらし続けられるまち」を基本理念としていました。 

  これまでの計画期間でみえてきた課題とこれからの方向性を照らし合わせ、「障がい者

計画 2030」においても引き続きこの基本理念の実現をめざし、取組を進めていきます。 

 

 

２ 基本目標 

  基本理念を具現化するために、「個人」・「地域」・「しくみ」の視点に着目し、次の３つ

の基本目標を設定し、基本目標に基づく障がい者施策の展開を図っていきます。 
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【基本目標１】 自分らしく生き生きとくらせるまち                   

 

  自分らしく生き生きと豊かなくらしを送るためには、生活や生き方を自分で選択・決定

し、適切な支援を活用できる環境が必要となります。 

  そのため、円滑にサービスにつなげる相談支援や障がい福祉サービスの充実・質の向上

に取り組むとともに、障がいの特性に応じた支援の提供や障がいのある子どもの療育・保

育・教育の充実を進め、関係機関同士が連携することで切れ目のない支援ができる環境を

整えていきます。 

 

 

【基本目標２】 安心して地域でくらし続けられるまち                  

 

  社会環境の変化に伴い、価値観が多様化する中で、自らのライフスタイルを主体的に選

択し、個性豊かな人生を送ろうとする人が増えています。 

  そのため、障がいのある人の多様な生き方を実現する社会参加の促進に向け、経済的な

自立を支える就労の拡大や居住の場の整備、災害時などにおいても安全で安心なくらしが

確保できる環境を整えていきます。 

  また、障がいのある人の家族の日常生活における負担軽減などを目的とした家族（きょ

うだい児※を含む）支援体制の構築に向け、新たな取組を進めます。 

 

 

【基本目標３】 つながり、ともに支え合うまち                     

 

  つながり、ともに支え合うまちは、障がいのある人・ない人、子ども、高齢者など、す

べての人がくらし、ともに高め合うことができる地域共生社会の実現につながるとともに、

国際社会の共通の目標である「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」がめざす「誰一人とし

て取り残さない」社会の実現につながるものです。 

  そのため、虐待防止や差別の解消などの権利擁護を推進していくとともに、心のバリア

フリー※として、ICT の活用などによる意思疎通支援※や地域交流機会の充実を図り、障

がいや障がいのある人への理解促進に取り組んでいきます。また、だれもが住みやすいま

ちづくりとしてユニバーサルデザイン※を推進していきます。 
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つながり、支え合い、認め合い、自分らしく安心してくらし続けられるまち基本理念

基本目標１ 自分らしく生き生きとくらせるまち

施策１ 相談支援の充実

１－１－１

相談支援体制の充実

１－１－２

相談機関の連携強化

[01] 基幹相談支援センターの運営・機能充実

[03] 特別支援教育相談の実施

[04] 障がい者相談員活動の充実

[05] 板橋区地域自立支援協議会の実施

[06] 子ども家庭総合支援センターと関係機関の連携強化

[02] 相談支援・障害児相談支援の充実

施策２ 障がい福祉サービスの充実と質の向上

１－２－１

障がい福祉サービス

の充実

１－２－２

事業所等の人材育成

の推進・人材の確保

[08] 地域活動支援センターの実施

[10] 区立福祉園改修計画・民営化計画の検討・策定

[11] 短期入所（ショートステイ）事業の充実

[14] 相談支援専門員の養成

[15] サービス提供に係る人材育成

[09] 重症心身障がい児（者）通所施設の整備・充実

[12] 移動支援事業の実施・充実

[13] 事業者への指導体制の整備・充実

１－２－３

障がい者福祉セン

ターの運営

[16] 障がい者福祉センターの改修

[17] 障がい者福祉センターの機能の充実

【重点項目１】
相談支援の充実

【重点項目２】
障がいのある子どもの
療育・保育・教育の充実

＊ のある事業は、重点項目を推進するための主な事業
＊ ★のある事業は、新規事業（新規掲載事業含む）

網掛け

[07] 相談支援事業所間の連携強化

重点１

重点１

３ 施策の体系 
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施策３ 特性に応じた支援の充実

１－３－１

高次脳機能障がい・

難病への支援

１－３－２

強度行動障がいへの

支援

[18] 高次脳機能障がい者に対する支援

[20] 機能訓練の推進と社会復帰支援

[21] 強度行動障がいの支援体制の構築

[22] 強度行動障がいの支援者養成

[19] 難病患者に対する支援

１－３－３

発達障がい者への支

援の充実

１－３－４

医療的ケアを必要と

する人への切れ目の

ない支援の充実

[23] 板橋区発達障がい者支援センター事業の実施・充実

[25] ほっとプログラムの実施

[26] 医療的ケア児等コーディネーターの配置

[27] 重症心身障がい・医療的ケア児等会議の運営

[24] 子ども発達支援センター事業の実施・充実

１－３－５

精神障がい者への支

援の充実

[31] 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの検討・整備

[32] 措置入院者退院後支援事業の実施

[28] 医療的ケア児の受入環境の整備・充実

（児童発達支援事業所・放課後等デイサービス）

[29] 医療的ケア児の受入環境の充実（保育園・幼稚園）

[30] 医療的ケア児の受入環境の充実（小・中学校・あいキッズ）

[33] うつ病・躁うつ病家族教室の実施

[34] 精神保健福祉講演会の実施

[35] 精神保健福祉相談

[36] 板橋区地域精神保健福祉連絡協議会の実施

[37] 精神保健関係機関間の連携強化

１－３－６

依存症対策の推進

[38] お酒の悩み相談会の実施

[40] 依存症相談の実施

[39] 薬物乱用防止推進事業の実施

重点１

重点１

重点１

重点２

重点２

重点４
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施策４ 障がいのある子どもの療育・保育・教育の充実

１－４－１

乳幼児期の療育・保

育・教育の充実

[41] 乳幼児健康診査

[43] 乳幼児の発達を支援する関係機関連絡会（発達ネット)

[42] 出張育児相談

[49] 心身障がい児（者）歯科診療

[48] 私立幼稚園における要支援児教育の推進

[45] 要支援児保育巡回指導

[44] 児童発達支援センターの機能充実

[47] 臨床心理士幼稚園巡回相談事業

[46] 要支援児保育の実施

[51] 児童発達支援事業所の充実

[50] 子どもののびるを支援する親の会

１－４－２

学齢期教育・放課後

対策の充実

[52] インクルーシブ教育システム構築の推進

[54] 特別支援学級の運営

[53] 特別支援教室ほか通級による指導の運営

[60] あいキッズにおける要支援児の受入れ

[59] スクールソーシャルワーカーによる支援

[56] 学校生活支援員の配置

[55] 特別支援アドバイザーの充実

[58] 副籍制度の活用

[57] 特別支援学級教員の専門性の向上

[62] 放課後等デイサービスの充実

[61] あいキッズにおける要支援児巡回指導

１－４－３

障がい児支援におけ

る縦横連携の強化

[63] 専門部会（障がい児）を活用した連携体制の強化

[65] サポートファイルの運用・充実

[64] 新しい環境への円滑な移行促進

重点２

重点２

重点２

重点２
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基本目標２ 安心して地域でくらし続けられるまち

施策１ 障がいのある人の就労の拡充

２－１－１

就労の促進と定着支

援の充実

２－１－２

通所施設等の充実

[66] 板橋区障がい者就労支援センター（ハート・ワーク）の運営

[68] 区における障がい者雇用（障がい者活躍推進計画）の推進

[69] チャレンジ就労の推進・拡充

[73] 就労継続支援Ａ型事業所の充実

[74] 就労継続支援Ｂ型事業所の充実

[67] 一般就労の促進に向けた支援の実施

施策２ 多様な生活の場の整備

２－２－１

多様な居住の場の整

備・くらしやすい住

宅の確保

２－２－２

地域生活支援拠点等

の整備

[77] グループホームの整備促進

[79] 地域移行の支援体制の検討

[80] 緊急時の相談支援体制の整備

[81] 緊急時の受入体制の整備・充実

[78] 住まいの相談窓口の設置

[71] 優先調達活動の推進

[72] 作業所等経営ネットワーク支援事業の充実

[70] 民間企業における障がい者雇用の促進

[75] 就労移行・定着支援事業所の充実

[76] 区立福祉園利用者の能力向上の取組

[83] 専門的人材の確保・養成

[82] 一人暮らしの体験の機会・場の確保

[84] 多様なニーズに対応できる連携体制の構築

【重点項目３】
障がいのある人の就労の拡充

【重点項目４】
多様な生活の場の整備

重点３

重点３

重点３

重点４

重点４

重点４

重点４

重点４

重点３
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施策３ 家族への支援体制の構築

２－３－１

家族支援体制の構築

[85] 在宅レスパイト事業の実施

[87] ペアレントトレーニングの実施

[86] 医療的ケア児等の家族の就労支援事業の実施

[88] 親支援事業の実施

２－３－２

きょうだい児支援体

制の構築

[89] きょうだい児の相談体制の構築

[90] 交流会の開催

施策４ 災害時等の支援体制の確立

２－４－１

安心・安全なくらし

の確保

[91] 区立福祉園におけるＢＣＰの整備

[92] 防災情報のユニバーサルデザイン化

２－４－２

災害時の支援体制の

確立

[94] 避難行動要支援者登録名簿の作成・運用

[95] 個別避難計画の作成・更新

[96] 災害時個別支援計画の運用

[97] 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成の促進

施策５ 文化芸術・スポーツ・余暇活動の推進

２－５－１

文化芸術・余暇活動

の充実

[99] 障がい者（児）余暇活動支援の実施

[100] 図書館における障がい者向けサービスの実施

２－５－２

ユニバーサルスポー

ツの推進

[103] だれもが参加できるスポーツ環境づくりの推進

[104] 障がい者スポーツの普及推進

[105] 障がい者スポーツを支える人材の育成・確保

[101] 障がいのある人の文化芸術活動の支援

[102] 通所施設における文化活動の推進

[98] 自主防災組織等との連携による支援体制の強化

[93] 福祉避難所の整備・環境の充実

重点４
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基本目標３ つながり、ともに支え合うまち

施策１ 差別解消・権利擁護の推進と地域交流の促進

３－１－１

障がい者差別解消の

推進

３－１－２

虐待防止と権利擁護

の促進

[106] 障がい者差別解消講演会の実施

[108] 職員向けハンドブックの見直し・啓発

[109] 板橋区障がい者虐待防止センターの運営

[110] 虐待防止のための研修及び講演会の実施

[107] 職員への障がい者差別解消研修の実施

３－１－４

意思疎通支援の充実

３－１－５

地域交流機会の確保

[122] コミュニケーション支援機器等の活用の促進

[124] 手話通訳者・要約筆記者派遣による意思疎通の支援

[125] 障がいのある人と地域の相互交流の推進

[126] 障がいのある人のボランティア活動等への参加促進

[123] 意思疎通ボランティア活動の支援

[111] 権利擁護体制の強化

[112] 養育支援訪問事業

[113] 虐待防止支援訪問事業

[114] 児童虐待防止ケアシステム研修会

[115] 要保護児童対策地域協議会

[116] 成年後見制度の利用促進

３－１－３

障がい及び障がいの

ある人に対する理解

の促進

[117] 障がい者理解促進事業の実施

[118] 障がいに理解の深い事業所等への表彰事業の実施

[119] スマイルマーケットの実施・充実

[120] 障がいのある人の人権擁護に関する意識の啓発

【重点項目５】
障がい者差別の解消及び
権利擁護の促進

重点５

重点５

重点５

重点５

重点５

[121] 手話言語の啓発

重点５

 

  



 

9 

 

施策２ 福祉のまちづくりの推進

３－２－１

ユニバーサルデザイ

ンのまちづくりの推

進

[127] ユニバーサルデザインの普及啓発

[129] ユニバーサルデザインチェックの実施

[128] ユニバーサルデザインガイドラインの更新

[130] 公園のユニバーサルデザイン化の推進

３－２－２

行政サービス等にお

ける配慮の促進

[134] 区の刊行物等における障がい者等への配慮

[135] 本庁舎サインの適正な維持管理

[131] 区道の補修（歩道の段差解消）

[132] 鉄道駅エレベーターの設置誘導

[136] 行政手続きにおけるオンライン申請の拡大

[137] インターネット・SNS等を活用した情報提供・情報交流の促進

[138] おでかけマップの管理・充実

[133] 鉄道駅ホームドアの設置誘導
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板橋区障がい者計画2030 における重点項目 

  令和５（2023）年度に策定する、板橋区障がい者計画の上位計画にあたる「いたばし

№１実現プラン 2025 改訂版」では、３つの重点戦略（①ＳＤＧｓ戦略②ＤＸ戦略③ブラ

ンド戦略）について、３つのチャレンジ（①未来を担う人づくり②魅力あふれる元気なま

ちづくり③安心・安全な環境づくり）の視点から、施策を展開することとしています。 

  板橋区障がい者計画においては、いたばし№１実現プラン 2025 改訂版の重点戦略や地

域保健福祉計画における重点取組のほか、障がい福祉計画（第６期）・障がい児福祉計画

（第２期）における事業の進捗状況を踏まえた課題、板橋区障がい者実態調査結果、板橋

区地域自立支援協議会などの意見及び障がい福祉計画などの策定に係る国の基本指針な

どを踏まえ、次の項目を重点項目と位置付け、取組を進めていきます。 

 

重点項目１ 相談支援の充実（基本目標１） 

   障がいのある人やその家族が、ライフステージに応じた切れ目のない支援を受けるた

めには、個々に応じた相談をできる環境や早期発見につながる環境の構築が重要です。 

   「板橋区障がい者実態調査」においても、希望する暮らしのために必要な支援として、

「相談対応などの充実」を求める声が高くなっています。 

   そのため、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの機能

強化、障害児相談支援の中核的な療育支援施設である児童発達支援センターの機能充実

などに取り組みます。 

   また、令和２（2020）年度に開設した板橋区発達障がい者支援センター（あいポー

ト）では、成人期の発達障がい者に対する総合的な支援の拠点として、発達障がい者及

びその家族に対する専門的相談・助言を行ってきました。 

   今後は、基幹相談支援センターや児童発達支援センターを中心に、板橋区発達障がい

者支援センター（あいポート）や子ども発達支援センターだけでなく、教育支援センタ

ーや健康福祉センターなどの庁内関係部署による組織横断的な対応、地域の関係機関と

の連携強化を図り、それぞれの強みを活かした相乗効果による、相談支援の充実に取り

組んでいきます。 

 

【重点項目を推進する主な事業】 

  [01] 基幹相談支援センターの運営・機能充実 

  [02] 相談支援・障害児相談支援の充実 

  [21] 強度行動障がいの支援体制の構築 

  [23] 板橋区発達障がい者支援センター事業の実施・充実 

  [24] 子ども発達支援センター事業の実施・充実 
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 重点項目２ 障がいのある子どもの療育・保育・教育の充実（基本目標１） 

   障がいのある子どもの支援に関しては、就学前、学齢期、卒業・就職期など、ライフ

ステージごとに、成長に応じた支援を提供していくとともに、その支援が継続・発展的

に提供されることで、健やかな成長が期待されます。 

   各ライフステージにおいて、障がいの特性に応じた切れ目のない支援を図る（縦の連

携）とともに、保健・医療・福祉・保育・教育・就労支援等とも連携した地域支援体制

を強化（横の連携）し、子どもの成長発達を保障していく適切な支援の提供が必要です。

そのため、板橋区地域自立支援協議会（障がい児部会）などを活用し、支援体制の構築

に取り組んでいきます。 

   また、障がいのある子どもと障がいのない子どもがともに学び成長することが求めら

れています。重症心身障がいや医療的ケアの必要な子どもの様々な場面・環境における

受入体制の整備について、「重症心身障がい・医療的ケア児等会議」などを踏まえ、検

討・対応を図っていきます。 

これらの取組においては、令和５（2023）年４月に厚生労働省から移管・設置された

こども家庭庁をはじめ、国の動向を注視していきます。 

 

【重点項目を推進する主な事業】 

 [26] 医療的ケア児等コーディネーターの配置 

 [27] 重症心身障がい・医療的ケア児等会議の運営 

 [44] 児童発達支援センターの機能充実 

 [51] 児童発達支援事業所の充実 

 [52] インクルーシブ教育システム構築の推進 

 [62] 放課後等デイサービスの充実 
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重点項目３ 障がいのある人の就労の拡充（基本目標２） 

   「板橋区障がい者実態調査」において、障がい者施策を進めるために充実させるべき

取組として、「障がいのある人の働く場の確保や就労の定着を図ること」を求める声が

高くなっています。 

   障がい者就労においては、障がいのある人が、自らの選択により、自分に合った仕事

に就き、働き続けられる環境の構築が重要です。改正障害者総合支援法に基づき、令和

７（2025）年 10 月までに開始が予定される、就労アセスメントの手法を活用した障が

い福祉サービス「就労選択支援※」の有効な活用などにより、就労の定着に向けた取組

を推進していきます。 

   さらには、令和５（2023）年４月に障がい政策課内に新設した「障がい者活躍推進

係」において、チャレンジ就労の体制強化を図るとともに、板橋区障がい者就労支援セ

ンター（ハート・ワーク）の機能強化や、障害者就業・生活支援センター（ワーキング・

トライ）などの関係機関との連携を強化し、障がいのある人のニーズに合わせたさらな

る就労支援・職場定着支援の充実を図っていきます。 

   また、就労継続支援Ｂ型事業所などで働く障がい者の工賃向上につながるよう、自主

生産品の販売や共同受注を支援していきます。 

 

 【重点項目を推進する主な事業】 

  [66] 板橋区障がい者就労支援センター（ハート・ワーク）の運営 

  [68] 区における障がい者雇用（障がい者活躍推進計画）の推進 

  [69] チャレンジ就労の推進・拡充 

  [72] 作業所等経営ネットワーク支援事業の充実 

  



 

13 

 

～住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、「もしも」の時に備える地域を目指して～

相
談

○ 区役所
○ 福祉事務所 等

○ 区内共同生活援助
（グループホーム）

○ 区就労支援機関

体験の機会・場
○ 緊急保護事業
○ 区内短期入所施設
〇 介護施設

緊急時の受入対応

○ 医療機関

○ 計画相談
支援事業所等

地域の体制づくり

専門的人材の確保・養成

○ 基幹相談支援センター
（障がい者福祉センター）

・「もしも」の時に
備えて相談したい

・障がい福祉サービス
の相談をしたい

相 談

連携・協力 連携・協力

障がいのある人・家族

 重点項目４ 多様な生活の場の整備（基本目標２） 

   高齢化や障がいの重度化、「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、緊

急時の受入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり）

を、様々な地域資源の活用などにより整備し、障がいのある人の生活を地域全体で支え

るサービス提供体制を構築していくことが必要です。 

   板橋区においては、障がいのある人が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、

基幹相談支援センターを軸とした、面的整備型の地域生活支援拠点等の整備・充実に取

り組んでいます。 

   今後は、令和５（2023）年度に運用を開始した、障がいのある人の介助者不在等、

緊急時に円滑な対応が行えるようにすることを目的とした「安心支援プラン」の検証・

充実を図るとともに、赤塚ホーム等の短期入所における緊急時の受入れ・対応や体験利

用制度の充実のほか、支援者向けの研修を実施することで専門的人材を養成するなど、

地域生活支援拠点等の整備に取り組んでいきます。 

   このほか、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの検討・整備として、関係

者間の連携体制を構築するため、協議の場を活用した地域課題の検討に取り組みます。 

   また、近年の災害において、災害時の避難支援等を実効性のあるものとするためには

個別避難計画※の作成が有効とされ、個別避難計画の作成を市町村の努力義務と定めた

改正災害対策基本法が令和３（2021）年に施行されました。災害時のすみやかな避難

を支援し、地域で安心して暮らしていくためにも、避難行動要支援者※の個別避難計画

の作成や、年１回の更新に取り組んでいきます。 

 

【板橋区の地域生活支援拠点等の整備イメージ】 
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 【重点項目を推進する主な事業】 

  [31] 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの検討・整備 

  [80] 緊急時の相談支援体制の整備 

  [81] 緊急時の受入体制の整備・充実 

  [82] 一人暮らしの体験の機会・場の確保 

  [83] 専門的人材の確保・養成 

  [84] 多様なニーズに対応できる連携体制の構築 

  [95] 個別避難計画の作成・更新 

 

【地域包括ケアシステムの構築イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 重点項目５ 差別解消・権利擁護の推進と地域交流の促進（基本目標３） 

   障がい者差別や虐待は、障がいのある人の尊厳を侵害するものであり、障がいのある

人の自立や社会参加に向け、未然防止や解消を図っていくことが極めて重要です。 

   そのためには、障がいや障がいのある人に対する理解の醸成が必要であり、子どもの

頃から学ぶ機会を創出し、普及啓発の充実を図ることで、地域全体で見守り、対応でき

る環境・地域づくりに取り組んでいきます。 

 

 【重点項目を推進する主な事業】 

  [106] 障がい者差別解消講演会の実施 

  [107] 職員への障がい者差別解消研修の実施 

  [110] 虐待防止のための研修及び講演会の実施 

  [116] 成年後見制度※の利用促進 

  [117] 障がい者理解促進事業の実施 

  [122] コミュニケーション支援機器等の活用の促進 
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（３）基本目標３ つながり、ともに支え合うまち 

 

 

 

   障がいのある人が地域で安心して住み続けていくためには、より多くの人が、触れ合

い、コミュニケーションでつながり、相互理解を深めていくことが重要です。 

   そのため、意思疎通の推進によるコミュニケーション環境の充実を図るとともに、地

域における交流の機会の創出や、障がい及び障がいのある人に対する理解の促進を図り、

障がいのある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合い、ともに支えながらくらすこ

とができる「地域共生社会」の実現に取り組んでいきます。 

   また、障がいのある人の差別解消や虐待防止、権利擁護に資する普及啓発の一層の充

実を図り、障がいのある人が安心してくらすことができる地域社会を構築していきます。 

 

１－１ 障がい者差別解消の推進 

番号 106 事業名 障がい者差別解消講演会の実施 

担当課 障がい政策課 

事業概要 区民や支援者等を対象に、障がいを理由とした差別の禁止や、合理的配慮など

について学ぶ機会として講演会を実施し、障がい及び障がいのある人への理解促

進を図ります。 

年度別計画 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９～12 年度 

  
 

 

 

番号 107 事業名 職員への障がい者差別解消研修の実施 

担当課 障がい政策課 

事業概要 各種職層研修や職場内研修等の機会を通じ、障がいを理由とした差別の禁止や

合理的配慮などについて学ぶ機会を提供し、障がいのある人への対応の充実に取

り組みます。 

年度別計画 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９～12 年度 

  
 

 

調整中 

調整中 
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№ 事業名 事業概要 

108 

職員向けハンドブックの見直

し・啓発 

【障がい政策課・人事課】 

区職員が事務・事業を行うにあたり、障がいを理由とした差別

を行わず適切に対応するための基本事項や不当な差別的取扱い

の例や合理的配慮の好事例を示した「障害者差別解消法ハンドブ

ック」を適宜見直し、障がいのある人への対応の充実に取り組み

ます。 

 

１－２ 虐待防止と権利擁護の促進 

№ 事業名 事業概要 

109 

板橋区障がい者虐待防止セン

ターの運営 

【障がい政策課】 

人材育成などによる体制強化、虐待に関する意見交換の場を設

けることで、虐待に対し、連携を図りながら迅速・確実に対応し

ます。 

 

番号 110 事業名 虐待防止のための研修及び講演会の実施 

担当課 障がい政策課 

事業概要 障がい者福祉施設や支援事業所などの職員向けに、障がい者虐待の防止と対応

について学ぶ機会を提供し、障がい者虐待への適切な対応の確保と、虐待の起こ

らない環境の醸成に努めます。 

年度別計画 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９～12 年度 

  
 

 

 

№ 事業名 事業概要 

111 
権利擁護体制の強化 

【障がい政策課】 

板橋区地域自立支援協議会（権利擁護部会）を活用して、権利

擁護に関する相談などの充実に向けて、権利擁護いたばしサポー

トセンター等と連携を図り、権利擁護体制の強化に努めます。 

112 
養育支援訪問事業 

【支援課】 

子育てに不安や孤立感等を抱える家庭や、様々な原因で養育支

援が必要となっている家庭に対し、適切なサービスを提供するこ

とで個々の家庭の抱える養育上の諸問題の解決・軽減を図り、児

童の権利の擁護、児童虐待等の未然防止に務めるとともに、すべ

ての児童が適切に養育されるよう支援を行います。 

113 
虐待防止支援訪問事業 

【支援課】 

関係部署・関係機関と連携し、親の不適切な養育態度、極度の

養育不安など精神・心理的問題を抱える家庭や乳児健康診断未受

診家庭を訪問し、児童虐待の予防的な観点から支援を行います。 

調整中 
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114 

児童虐待防止ケアシステム 

研修会 

【支援課】 

児童虐待に関わる関係部署・関係機関の職員などを対象に、児

童虐待防止への理解と援助技術を高める研修を実施し、虐待の未

然防止、早期対応を行います。 

№ 事業名 事業概要 

115 
要保護児童対策地域協議会 

【支援課】 

要保護児童※や要支援児童などの適切な保護・支援を図るため、

関係部署・関係機関と連携して情報の共有や支援方針を検討し、

必要な支援を行います。 

 

番号 116 事業名 成年後見制度の利用促進 

担当課 おとしより保健福祉センター・障がい政策課 

事業概要 
成年後見制度利用促進基本計画に基づき、判断力の不十分な認知症高齢者や障

がいのある人の権利や財産を守るため、成年後見制度における利用支援を行いま

す。 

また、成年後見制度の支援者向け説明会や、区民向けに講演会を開催するなど

成年後見制度の普及を図ります。 

年度別計画 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９～12 年度 

  
 

 

 

１－３ 障がい及び障がいのある人に対する理解の促進 

番号 117 事業名 障がい者理解促進事業の実施 

担当課 障がいサービス課 

事業概要 障がい当事者を講師とし、小・中・高・大学及び町会・自治会、各種団体など

に向けた福祉体験学習を実施するとともに、ふれあいコンサートなどの交流を行

うことにより、障がいに対する区民の理解を深め、地域におけるノーマライゼー

ション※の普及、促進を図ります。 

年度別計画 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９～12 年度 

  
 

 

  

調整中 

調整中 
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№ 事業名 事業概要 

118 

障がいに理解の深い事業所等

への表彰事業の実施 

【障がい政策課・障がいサービス課】 

障がい者週間にあわせて、障がい者雇用に理解の深い事業所

や、障がいのある人の自立と社会参加を促進するための援助と必

要な保護の推進に顕著な功績があった方を表彰し、障がいや障が

いのある人への理解の促進を図ります。 

119 

スマイルマーケットの実施・

充実 

【障がい政策課】 

板橋区役所本庁舎・赤塚支所・中央図書館・都営三田線高島平

駅（高島平駅ナカ店）において、区内の障がい者施設で製造した

お菓子や雑貨を販売する場を設け、社会参加につなげることで、

障がいのある人の活躍の場を推進していきます。また、商業施設

等と連携し、販売する機会の提供に努めます。 

120 

障がいのある人の人権擁護に

関する意識の啓発 

【障がい政策課】 

障がい者週間記念行事や各種イベント及び区の公式ホームペ

ージなどを通じて、差別解消や虐待防止などの人権擁護の必要性

について周知・啓発を図ります。 

121 
手話言語の啓発 

【障がい政策課】 

手話が言語であるという認識の下に、区民の手話への理解促進

を図るため、区内の小学生向けの手話講座などを実施します。 

 

１－４ 意思疎通支援の充実 

番号 122 事業名 コミュニケーション支援機器等の活用の促進 

担当課 障がい政策課・ＩＴ推進課 

事業概要 区公共施設の窓口や会議等で、障がいのある人と円滑にコミュニケーションを

行うため、ＩＣＴ技術によるコミュニケーション支援機器等の活用を促進しま

す。 

年度別計画 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９～12 年度 

  
 

 

 

№ 事業名 事業概要 

123 

意思疎通ボランティア活動の

支援 

【障がい政策課】 

手話通訳、点訳、朗読の意思疎通ボランティアが活動できる場

を提供するなど、ボランティア活動への支援を行うとともに、意

思疎通ボランティア活動の普及に努めます。 

124 

手話通訳者・要約筆記者派遣

による意思疎通の支援 

【障がいサービス課】 

障がいのある人の意思疎通を仲介するため、手話通訳者・要約

筆記者を派遣します。また、手話通訳者研修を充実し通訳者の質

の向上を図るとともに、手話講習会を実施し手話通訳者を育成し

ます。 

  

調整中 



 

19 

 

１－５ 地域交流機会の確保 

№ 事業名 事業概要 

125 

障がいのある人と地域の相互

交流の推進 

【障がいサービス課】 

商店街などの地域主体が実施するイベントに、区立福祉園など

が共同参画することを支援し、障がいのある人と地域住民の交流

を支援し、社会参加の場の充実、障がい及び障がいのある人に対

する理解の促進を図ります。 

126 

障がいのある人のボランティ

ア活動等への参加促進 

【地域振興課】 

いたばし総合ボランティアセンターとの事業を通じて、ボラン

ティア・ＮＰＯ活動の文化的定着を目的とした取組において、障

がいのある人のボランティア活動の場を創出し、参加促進につな

げます。 

 


